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事業内容 従業員数（名） 前期末比増減

100円ショップの運営とその付随業務 383 (2,795) 12名減 (102名減)

全社（共通） 35 (7) 6名減 (1名増)

合計 418 (2,802) 18名減 (101名減)

（注）１. 従業員数は就業人員であり、( )内は外書で臨時従業員（１年間における１日８時間換算による平均雇用
人数で算出）を記載しております。

２. 全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

従業員数（名） 前期末比増減 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）

82 (17) 1名減 (2名増) 45.8 14.6

（注）従業員数は就業人員であり、( )内は外書で臨時従業員（１年間における１日８時間換算による平均雇用人数
で算出）を記載しております。

事　 業　 報　 告

従業員の状況（2025年８月31日現在）
⑴　企業集団の従業員の状況

⑵　当社の従業員の状況

借 入 先 借 入 金 残 高
千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,269,540

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 777,464

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 700,000

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 419,487

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 168,963

主要な借入先（2025年８月31日現在）

企業集団の現況に関するその他の重要な事項
　該当事項はありません。
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⑴　発行可能株式総数 36,000,000株
⑵　発行済株式の総数 13,458,800株

⑶　株　主　数 13,193名

株 主 名 持株数（株） 持株比率（％）
株 式 会 社 カ シ オ ペ ア 2,029,200 15.33
大 阪 中 小 企 業 投 資 育 成 株 式 会 社 648,000 4.90
平 岡 滿 子 602,650 4.55
有 限 会 社 ア カ リ 562,000 4.25
平 岡 史 生 479,471 3.62
衣 笠 敦 夫 372,569 2.82
平 岡 紀 子 367,850 2.78
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 320,000 2.42
福 光 　 宏 296,031 2.24
ワ ッ ツ 従 業 員 持 株 会 292,004 2.21

（注）持株比率は自己株式225,953株を控除し算出しております。

株式の状況（2025年８月31日現在）

⑷　大株主（上位10名）

⑸　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況
　2024年11月27日開催の取締役会において決議されました譲渡制限付株式報酬とし
て、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）５名に対して、
30,000株を交付しております。

⑹　その他株式に係る重要な事項
① 2024年11月27日開催の取締役会において決議されました譲渡制限付株式報酬とし

て、36,000株の自己株式を処分いたしました。
② 2025年１月27日開催の取締役会において決議されました、ワッツ従業員持株会を

割当先とする第三者割当の方法により、36,500株の自己株式を処分いたしました。
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氏　　　名 出席状況及び発言状況並びに社外取締役が果たす
ことが期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役
（常勤監査等委員）

西 岡 　 亨

2025年５月31日に逝去により退任されるまでの当事業年度に開催され
た取締役会13回中11回、監査等委員会11回中9回に出席いたしました。
取締役会においては過去の常勤監査役としての経験と知識から、経営全
般への監督・助言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するため
の適切な役割を果たしておりました。また、指名・報酬委員会において
は当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的
な立場で関与しておりました。さらに、監査等委員会においては監査結
果について意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っておりまし
た。

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

酒 谷 佳 弘

当事業年度に開催された取締役会17回、監査等委員会15回の全てに出席
いたしました。取締役会においては公認会計士としての専門的な立場と
会社の監査に関する高い見識から、経営全般への監督・助言を行う等、
意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしており
ます。また、指名・報酬委員会においては当社の役員候補者の選定や役
員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与しております。さ
らに、監査等委員会においては監査結果について意見交換、監査に関す
る重要事項の協議等を行っております。

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

林 堂 佳 子

当事業年度に開催された取締役会17回、監査等委員会15回の全てに出席
いたしました。取締役会においては弁護士としての専門的な立場から、
経営全般への監督・助言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会にお
いては当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中
立的な立場で関与しております。さらに、監査等委員会においては監査
結果について意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っておりま
す。

会社役員の状況
　責任限定契約の内容の概要

　当社は、取締役（監査等委員）酒谷佳弘氏及び取締役（監査等委員）林堂佳子氏との
間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約
に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。ま
た、2025年５月31日に逝去により退任いたしました取締役（常勤監査等委員）西岡亨
氏との間で同様の契約を締結しておりました。

　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と
の間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社の子会社の取
締役及び監査役であり、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約により被
保険者がその職務の執行に関して責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受
けることによって生ずることのある損害が塡補されることとなります。

　社外役員に関する事項
⑴ 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　各社外取締役の他の法人等の重要な兼職の状況は事業報告の「Ⅱ 1．⑴取締役の状
況」に記載のとおりとなります。
　なお、各社外取締役の重要な兼職先と当社との間に特別な関係はありません。

⑵ 当事業年度における主な活動状況
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報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 31,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額

31,000千円

会計監査人の状況
⑴　名称
仰星監査法人

⑵　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計
監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監
査実績を分析評価し、会計監査人が提示した当事業年度の監査報酬・監査計画等を検討した結果、
当該報酬等は適切であると判断し、会社法第399条第１項及び第３項の同意をしております。

⑶　非監査業務の内容
該当事項はありません。

⑷　解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認

められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この
場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におい
て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障があると認められる場合等、

必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決
定いたします。
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会社の体制及び方針
(1) 業務の適正を確保するために必要な体制（内部統制システム）に関する基本方針

　当社は、「業務の適正を確保するために必要な体制（内部統制システム）に関する基本方針」を次のと
おり定めております。

① 当社及び子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)取締役等及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理を尊重できるように、コンプライアンス規程・倫理規

程を制定するとともにコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の維持・向上を図る。
(b)内部通報規程を制定し、通報窓口を設置し、不正行為等の早期発見に努めるとともに通報者の保護を徹底

する。
(c) 監査等委員会が取締役等の職務の執行状態を監査監督する。
(d)内部監査室において内部監査計画に基づき業務監査を実施し、重大な指摘事項で改善を要すると認められ

る事項が発見された場合は、代表取締役の承認を得て改善を勧告し、フォローアップ監査を行う。

② 当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)各部門の職務分掌の明確化と各部門間の適切な連携が組織運営の効率化に重要な役割を果たすとの原点に

立ち返るとともに、職務の執行が効率的に行われることを目指して、取締役等の役割と責任を重視した組
織運営に取り組む。

(b)取締役の職務執行を効率的に行うため、執行役員制度を導入し、取締役会の重要な意思決定及び監督機能
と執行役員の職務執行をそれぞれ明確にするとともに、適時開催の経営会議において情報共有・意見交換
を促進し、効率的な職務の執行に努める。

③ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)リスクマネジメント委員会を設置し、取締役会はリスクマネジメントに関する基本方針を決定し、適時必

要な指示をする。
(b)リスクマネジメント委員長は当社社長とする。
(c) リスクマネジメント委員会は毎期、リスクの抽出・評価・対策の原案を策定し、担当部署に対して必要な

指示を出す。また、担当部署による遂行状況及び成果を管理・評価し、これらを取締役会に報告する。

④ 取締役等の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役等の職務の執行に係る情報は、文書管理規程に基づき適切に保存及び管理する。
(b)上記（a）の情報は、取締役等及び監査等委員から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状況を維持

する。

⑤ 当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(a)当社取締役会は、子会社の業務の遂行状況について定期的に報告を受け、課題や問題点について確認・審

議し、必要に応じて子会社に指示を出す。
(b)子会社管理規程に基づき、当社との一体性を重視し、当社と同一基準の統制を維持し、かつ合理的な連携

強化に取り組む。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の独立性に関する事項、監査等委員会
の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(a)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査等委員会の業務を補助す
べき使用人を監査補助者として置くものとする。

(b)監査等委員会から当該使用人に関する指示命令を受けたときは、これに関して取締役等及び他の使用人の
指示命令は受けないものとする。
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⑦ 当社及び子会社の取締役等及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会へ
の報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(a)当社及び子会社の取締役等及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や与える事項や重
大な法令・定款違反行為又は不正行為を発見した場合には、監査等委員会に報告する。

(b)前項に従い監査等委員会に報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ
とを内部通報規程に定める。

(c) 監査等委員会は、必要に応じて業務執行に関する報告、説明又は関係資料の提出を取締役等及び使用人に
求めることができる。

⑧ 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制、監査等委員の職務の執行について生
ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(a)監査等委員は、経営方針決定の経過及び業務執行の状況を知るために、取締役会に加え経営会議等の重要
な会議に出席することができる。

(b)各会議議事録・主要な稟議書・その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役等及び
使用人に説明を求めることができる。

(c) 監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室との情報交換に努め、監査の実効性を確保する。
(d)監査等委員の職務執行について生じる費用に関して請求をしたときは、特に不合理でない限り速やかに支

払う。
注：本基本方針において、「取締役等」とは、取締役及び執行役員のことをいう。

(2) 業務の適正を確保するために必要な体制の運用状況の概要
① コンプライアンス体制について

当社は、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し年４回会議を行うことにより、
コンプライアンス違反の未然防止を図るとともに、発生事実や懸念事項の有無について定期に取締役等全員
に報告を求める等、法令や定款を遵守するための取り組みを継続的に行っております。また、内部通報規程
に基づき社内及び社外に相談又は通報窓口の設置を行い、使用人全員に周知しております。なお、グループ
全体へのコンプライアンス経営を促進するために、当社及び子会社の取締役等及び使用人に対するコンプラ
イアンス教育や社内研修のさらなる充実に取り組むとともに、内部通報制度の運用状況を定期に評価するこ
とで制度の実効性の確保に努めております。

② リスク管理体制について
取締役等及び全部門から選抜したメンバーで構成されたリスクマネジメント委員会を設置し、当事業年度

は４回の会議を行いました。リスクマネジメント委員会はリスクマネジメント規程に基づき、経営・事業環
境、災害・紛争など国内外の社会環境変化に適合するため、期初にリスク一覧表に登録されているリスク項
目の網羅的な見直しを行い、当事業年度に優先的に対処すべきリスクとして抽出したリスク項目に関して対
応計画とアクションプランを策定し取締役会に付議、取締役会は当該計画を審議の上、対処方針を決定して
おります。

さらに、事業部門等が個別に取り組むその他のリスク項目や新たに顕在化してきた課題等についても、適
宜の取締役会への報告を義務付けていることなど、リスク管理の実効性確保に取り組んでおります。

③ 取締役等の職務執行について
当社及び子会社各社の経営状況については毎月当社取締役会に報告がなされ、報告された課題や問題点に

ついて取締役会は担当取締役等を始め、関係部署や子会社各社に改善指示を行っております。また、適時開
催の当社経営会議においては、経営判断上の情報共有と意思疎通を促進し効率的に職務が執行できるように
取り組んでおります。
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④ 監査等委員の職務執行について
監査等委員は、当社取締役会に加え当社経営会議及び子会社取締役会その他の重要な会議に出席してお

り、職務執行に関する重要な文書を閲覧しております。また、当社代表取締役社長を含む当社取締役等及び
子会社取締役とは定期的な会合を実施し、かつ必要に応じ、使用人には随時説明を求めております。さら
に、定期・臨時の監査等委員会を開催する他、会計監査人・当社内部監査室と適宜に情報交換を行う等、監
査・監督の実効性を確保しております。

⑤ 内部監査体制及び財務報告に係る内部統制評価の実施について
当社内部監査室は、内部監査実施計画に基づき各店舗・本社を含む各事務所にて業務監査を実施し、監査

結果は、まず代表取締役社長に報告され、被監査部門取締役等へフィードバックされております。また、必
要に応じての改善指示及び改善状況のフォローアップを行うとともに、監査等委員会への報告を行うことに
より、業務の適正の維持を図っております。さらに、財務報告に係る内部統制についても統制環境をモニタ
リングし、統制範囲を再評価するとともに業務プロセス管理の適正を図っております。

(3) 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社では2015年11月25日開催の第21回定時株主総会において、剰余金の配当等の決定については、株

主総会の決議とともに取締役会の決議によっても行うことができる旨（当社定款第35条）の決議をいただい
ておりますが、期末配当金につきましては、定時株主総会の決議により決定することを原則としておりま
す。

また、当社は株主の長期的かつ継続的な利益の拡大を重要な経営課題と認識し、将来の事業展開と財務体
質の強化等のために必要な内部留保の確保を考慮しながら、業績等を勘案し特別配当を実施することを視野
に入れ、減配せず持続的かつ安定した配当を実施していくことを基本方針としております。

なお、当社は2024年7月29日開催の取締役会において、2025年８月期より新たに中間配当を実施するこ
とを決議しております。

(4) 株式会社の支配に関する基本方針
特に定めておりません。

会社の現況に関するその他の重要な事項
該当事項はありません。
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連結注記表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１. 連結の範囲に関する事項

　全ての子会社を連結しております。
・連結子会社の数…………………５社
・連結子会社の名称………………株式会社ワッツ東日本販売

株式会社ワッツ西日本販売
有限会社リアル
株式会社ニッパン
Watts Peru S.A.C.

２. 持分法の適用に関する事項
　持分法を適用した関連会社の状況

・持分法適用関連会社の数………２社
・主な会社等の名称………………株式会社バリュー100、Thai Watts Co.,Ltd.

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項
　　連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。
　　　Watts Peru S.A.C.　　　　　　 12月31日
　　連結計算書類の作成にあたっては、連結子会社の事業年度に係る計算書類を基礎としております。
　　連結子会社のWatts Peru S.A.C.の決算日は12月31日でありますが、６月30日現在で本決算に準じた仮決算

を行った計算書類を基礎としております。ただし、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連
結上の必要な調整を行っております。

４. 会計方針に関する事項
⑴ 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券

・市場価格のない……………連結決算日の市場価格等に基づく時価法
　株式等以外のもの　　　 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）
・市場価格のない株式等……移動平均法による原価法

② 棚卸資産
商品及び製品…………………移動平均法による原価法
（物流センター在庫）　　（連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）
商品及び製品…………………主として売価還元法による原価法
（店舗在庫）　　　　　　（連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）
原材料及び貯蔵品……………最終仕入原価法による原価法

 （連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）
⑵ 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）
　建物並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法、それ以外につい
ては主として定率法によっております。なお、主な耐用年数は、建物及び構築物２年～39年、車両運搬具６
年、工具、器具及び備品２年～10年であります。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
　自社利用のソフトウエアについては、主として社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ
ております。

③ リース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

⑶ 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
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権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、翌連結会計年度の支給見込額のうち、当連結会計年度
に負担すべき金額を計上しております。
③ 役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく当連結会計年度末要支給額の100％相当額を計上してお
ります。

⑷ 退職給付に係る会計処理の方法
　当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑸ 収益及び費用の計上基準
　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び
当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
　商品の販売
　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益は、100円ショップ事業を中心とした小売業及び卸売
業における商品の販売によるものであります。小売業における商品の販売については、顧客に商品を引き渡
した時点で収益を認識しております。卸売業においては、国内取引については出荷時から当該商品の支配が
顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を認識しております。また、海外
取引については船積時点等で収益を認識しております。

⑹ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及
び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上
しております。

⑺ のれんの償却方法及び償却期間
　のれんは、その効果の発現する期間を個別に見積もり、20年以内で均等償却することとしております。た
だし、金額的重要性の乏しい場合には、発生年度の損益として処理することとしております。

会計方針の変更に関する注記
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準
第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし書き
に定める経過的な取り扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はあ
りません。
　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算
書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首か
ら適用しております。

会計上の見積りに関する注記
（旧株式会社音通エフ・リテールに係るのれんの評価）

⑴ 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
旧株式会社音通エフ・リテールに係るのれん　　 142,596千円

⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　のれんの評価は、「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」
等に基づいており、減損の兆候が認められる場合には、資産グループ（のれんを含むより大きな単位）から
得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識要否を
判定しております。
　割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる計画は、過年度実績を基礎として見積期間の店舗数や原価率
等の変動を見込んで算定しております。そのため、今後の経営環境の変化等により、見積りに用いた仮定に
見直しが必要となった場合は、翌連結会計年度の連結計算書類に影響を与える可能性があります。
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　なお、主としてのれんを含む資産グループの営業活動から生ずる損益が継続的にマイナスになった場合や
経営環境の著しい悪化があった場合等に減損の兆候があるものと判断しており、当連結会計年度において
は、のれんについて減損の兆候は認識されていません。

（資産除去債務）
⑴ 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

資産除去債務　　　666,540千円
⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社グループは、店舗等の不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務について、有形固定資産の除去に要す
る将来キャッシュ・フローを見積り、使用見込期間に対応した割引率で割引いた金額を資産除去債務として
計上しております。有形固定資産の除去に要する将来キャッシュ・フローの見積りは、過去に発生した原状
回復費用の実績額等に基づいて計算しております。
　今後の事業環境の変化、経済状況や市況による工事単価の変動、契約先との交渉等に伴い、実際の支払額
と原状回復費用の見積りの間に重要な差異が発生した場合は、翌連結会計年度の連結計算書類に影響を与え
る可能性があります。

追加情報
（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）

　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、
2026年４月１日以後に開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりまし
た。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.58％から、
2026年９月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.47％に変更してお
ります。この変更により、当連結会計年度の繰延税金資産は7,452千円、繰延税金負債は21千円、それぞれ
増加し、その他有価証券評価差額金は１千円、法人税等調整額が7,432千円、それぞれ減少しております。

連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額　　7,652,069千円
減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

連結損益計算書に関する注記
該当事項はありません。
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株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 13,458,800株 －株 －株 13,458,800株

株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 297,853株 600株 72,500株 225,953株

決 議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2024年11月27日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 263,218千円 20円 2024年８月31日 2024年11月28日

2 0 2 5年４月10日
取 締 役 会 普 通 株 式 138,561千円 10円50銭 2025年２月28日 2025年５月15日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり
配 当 額 基 準 日 効力発生日

2025年11月26日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 利益剰余金 165,410千円 12円50銭 2 0 2 5 年

８ 月 3 1 日
2 0 2 5 年
1 1 月 2 7日

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数に関する事項

２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）1. 普通株式の自己株式の株式数の増加600株は、譲渡制限付株式報酬制度の権利失効による無償取得によ
るものであります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少72,500株は、2024年11月27日開催の取締役会において決議されま
した譲渡制限付株式報酬としての36,000株および2025年１月27日開催の取締役会において決議されま
したワッツ従業員持株会を割当先とする第三者割当の方法により36,500株の自己株式を処分したもので
あります。

3. 剰余金の配当に関する事項
⑴ 配当金支払額

（注）1. 2024年11月27日に開催の定時株主総会決議による１株当たりの配当額20円は、普通配当15円および
特別配当5円になります。

2. 2025年４月10日に開催の取締役会決議による１株当たりの配当額10円50銭は、普通配当７円50銭およ
び記念配当３円になります。

⑵ 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2025年11月26日開催予定の第31回定時株主総会の議案として、普通株式に関する事項を次のとおり提案　　
しております。

（注）１株当たりの配当額12円50銭は、普通配当７円50銭および特別配当5円になります。

4. 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的とな
る株式の種類及び数
普通株式　123,800株

－ 11 －



金融商品に関する注記
１. 金融商品の状況に関する事項
⑴ 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資産運用については主に流動性の高い金融資産で運用し、また、資金調達については主に
銀行借入による方針です。
⑵ 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。
　投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式及び債券等であり、それぞれ市場価格の変動リスク及び
発行体の信用リスクに晒されております。債券に関しましては、信頼性の高い発行体に限定しており、リスク
は限定的と考えております。
　差入保証金は、主に出店時に預託したものであり、預託先の信用リスクに晒されております。
　営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。
　借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金であり、返済日は最長で決算日後、概ね４年であります。
⑶ 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　当社グループは、受取手形及び売掛金について、与信管理規程に基づき取引先の信用状況を把握し、期日
管理及び残高管理を行っております。
　差入保証金は、預託先の信用状況を把握し、残高管理を行っております。
② 市場リスク（株式市場価格及び金利等の変動リスク）の管理
　当社グループは、投資有価証券について、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握して
おります。また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社グループは、各社が月次で資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

⑷ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
り、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表
計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

（1） 投資有価証券（※２） 10,536 10,536 －
（2） 差入保証金 2,478,600 2,217,660 △260,940

資産計 2,489,136 2,228,196 △260,940

長期借入金(※３) 3,335,454 3,314,870 △20,583

負債計 3,335,454 3,314,870 △20,583

区分 連結貸借対照表計上額（千円）
関係会社株式 349,510

区分 １年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 5,869,140 － － －

受取手形及び売掛金
投資有価証券
　その他有価証券のうち
満期があるもの

　その他

3,501,633

10,000

－

－

－

－

－

－

合計 9,380,773 － － －

区分 １年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 1,373,176 1,752,237 208,811 1,230 － －

合計 1,373,176 1,752,237 208,811 1,230 － －

２．金融商品の時価等に関する事項
2025年8月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。

（※１）「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」については、
現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省
略しております。

（※２）市場価格のない株式等は、「（1）投資有価証券」には含まれておりません。
当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（※３）１年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めて表示しております。

（注）１．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

差入保証金については、償還期日を明確に把握できないため、上記の償還予定額には含めておりません。

（注）２．長期借入金の連結決算日後の返済予定額

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分
類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券

株式 538 － － 538

その他 － 9,997 － 9,997

資産計 538 9,997 － 10,536

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 － 2,217,660 － 2,217,660

資産計 － 2,217,660 － 2,217,660

長期借入金 － 3,314,870 － 3,314,870

負債計 － 3,314,870 － 3,314,870

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
　投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。
上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
その他は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル２の時価
に分類しております。

　差入保証金
時価については、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを償還予定期間に対応する国債の利回り等
適切な指標による利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

　長期借入金
長期借入金のうち変動金利によるものについては、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額
と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しております。
また、固定金利によるものについては、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率
で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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事業部門 地方別 金額（千円）

北海道地方 2,525,272

東北地方 2,519,524

関東地方 14,697,814

中部地方 8,502,802

近畿地方 14,859,063

中四国地方 7,060,249

九州地方 5,346,684

100円ショップ直営計 55,511,411

卸他 5,973,832

顧客との契約から生じる収益 61,485,243

その他の収益 93,528

外部顧客への売上高 61,578,772

北海道地方 北海道
東北地方 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東地方 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
中部地方 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿地方 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中四国地方 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州地方 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、単一セグメントであるため、地方別・事業部門の売上高により記載しております。

（注）地方別の区分は、次のとおりであります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　４．会計方針に関する事項　（5）収益
及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年
度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関
する情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

当社グループの契約資産の残高はなく、また契約負債については、残高に重要性が乏しく、重要な変動
も発生していないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した
履行義務から当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１年を
超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約
から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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１. １株当たり純資産額 983円37銭
２. １株当たり当期純利益 66円00銭

地 域 主 な 用 途 種 類 金 額
北 海 道 店 舗 2 店 建 物 及 び 構 築 物 等 5,446千円
東 北 店 舗 － 店 建 物 及 び 構 築 物 等 －千円
関 東 店 舗 7 店 建 物 及 び 構 築 物 等 15,885千円
中 部 店 舗 1 店 建 物 及 び 構 築 物 等 228千円
近 畿 店 舗 2 店 建 物 及 び 構 築 物 等 7,328千円
中 四 国 店 舗 8 店 建 物 及 び 構 築 物 等 18,540千円
九 州 店 舗 1 店 建 物 及 び 構 築 物 等 4,459千円
海 外 店 舗 ・ 事 務 所 他 建 物 及 び 構 築 物 等 204千円

１株当たり情報に関する注記

その他の注記
　減損損失
　当社グループは、以下の資産グループについて、減損損失52,092千円を計上しました。

（経緯）
　上記店舗については、継続して営業損失を計上しており、当連結会計年度も営業損失を計上したため、減損損
失を認識いたしました。
（グルーピングの方法）
　管理会計上の区分に基づいて、主として各店舗及び事務所を基本単位としてグルーピングしております。
（回収可能価額の算定方法）
　上記店舗について減損損失を認識した資産の回収可能価額については、いずれも正味売却価額により測定して
おり、鑑定評価額等によっておりますが、売却や他への転用が困難な資産はゼロ円として評価しております。
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
１. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式………移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない……………………事業年度末日の市場価格等に基づく時価法
株式等以外のもの　　　　　　 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）
市場価格のない株式等……………移動平均法による原価法

２. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品（物流センター在庫）…………移動平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）
原材料及び貯蔵品……………………最終仕入原価法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）

３. 固定資産の減価償却の方法
⑴ 有形固定資産（リース資産を除く）

　建物並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法、それ以外について
は主として定率法によっております。なお、主な耐用年数は、建物及び構築物８年～39年、工具、器具及び備
品４年～10年であります。

⑵ 無形固定資産（リース資産を除く）
　ソフトウエア（自社利用）については社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
す。

４. 引当金の計上基準
⑴ 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

⑵ 賞与引当金
　従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌事業年度の支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を
計上しております。

⑶ 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
　退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方
法を用いた簡便法を適用しております。

5. 収益及び費用の計上基準
　当社の顧客との契約から生じる収益は、主に卸売業における商品の販売によるものであります。国内取引に
ついては出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収
益を認識しております。また、海外取引については船積時点等で収益を認識しております。

会計方針の変更に関する注記
　　　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下

「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
　　　法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的

な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。
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会計上の見積りに関する注記
（関係会社株式の評価）

⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額
関係会社株式　　　　441,219千円
関係会社株式評価損　134,590千円

⑵ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　関係会社株式は、市場価格のない株式であり、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく下落した
場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、相当の減損処理を実施しております。
　今後の投資先の財政状態の変化等により、翌事業年度の計算書類に影響を与える可能性があります。

収益認識に関する注記
　　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記　

５．収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

短期金銭債権 13,732,839千円
短期金銭債務 7,336千円

３. 有形固定資産の減価償却累計額 239,495千円

売上高 36,263,970千円
仕入高 7,264千円
販売費及び一般管理費 16,980千円
営業取引以外の取引高 69,335千円

貸借対照表に関する注記
１. 関係会社に対する金銭債権債務

２. 取締役に対する長期金銭債務
長期未払金は、2016年11月25日開催の第22回定時株主総会において、承認可決された役員退職慰労金制度
廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給にかかる債務であります。

損益計算書に関する注記
　 関係会社との取引高

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 297,853株 600株 72,500株 225,953株

株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）1. 普通株式の自己株式の株式数の増加600株は、譲渡制限付株式報酬制度の権利失効による無償取得によ
るものであります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少72,500株は、2024年11月27日開催の取締役会において決議されま
した譲渡制限付株式報酬としての36,000株及び2025年１月27日開催の取締役会において決議されまし
たワッツ従業員持株会を割当先とする第三者割当の方法により36,500株の自己株式を処分したものであ
ります。
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繰延税金資産
未払事業税 4,269千円
貸倒引当金 123千円
賞与引当金 11,255千円
株式報酬費用 28,340千円
退職給付引当金 47,029千円
長期未払金 18,053千円
一括償却資産 33,926千円
資産除去債務 7,777千円
関係会社株式評価損 302,131千円
その他 19,098千円
繰延税金資産小計 472,007千円
評価性引当額 △309,909千円
繰延税金資産合計 162,097千円

繰延税金負債
除去債務資産 △1,675千円
その他 △46千円
繰延税金負債合計 △1,722千円

繰延税金資産純額 160,374千円

税効果会計に関する注記
１.  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

2.  法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、2026年

４月１日以後に開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.58％から、2026年9月１日に開始す
る事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.47％に変更しております。

　　この変更により、当事業年度の繰延税金資産は3,687千円増加し、その他有価証券評価差額金は１千円、法人
税等調整額が3,688千円、それぞれ減少しております。

種 類 会 社 等
名 称

資本金
又は

出資金
(千円)

事業内容
議 決 権
等 の 所
有 割 合

関係内容
取 引 の 内 容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社 ㈱ ワ ッ ツ
東日本販売 10,000 100円ショップの運営 100％ 兼任２名 当社商品

販 売

商品販売（※１） 15,974,297 売 掛 金 2,923,167
貸付金貸付（※２） 3,312,059 短期貸付金 3,292,512
利息の受取（※２） 30,865

子会社 ㈱ ワ ッ ツ
西日本販売 10,000 100円ショップの運営 100％ 兼任２名 当社商品

販 売

商品販売（※１） 20,122,416 売 掛 金 3,721,755
貸付金貸付（※２） 3,507,984 短期貸付金 3,470,063
利息の受取（※２） 32,567

関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

（注）１. 取引条件及び取引条件の決定方針等
※１ 商品販売につきましては、一般的取引条件と同様に決定しております。
※２ 資金の貸付につきましては、市場金利を勘案して設定しております。また、担保の受入はありま

せん。
２. 子会社に対する資金の貸付・回収は反復的に取引が行われていることから、取引金額は主に月末平均残

高を記載しております。
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１．１株当たり純資産額 724円41銭
２．１株当たり当期純利益 12円05銭

１株当たり情報に関する注記

その他の注記
該当事項はありません。
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